
◆「実費」の多くは、葬儀の車両代、会葬

者の飲食費・返礼品などの「変動費」です

ので、事業者には、当初から「これ以上支

払わなくて済む全額で見積もって欲しい」

と伝えることで、請求金額とのギャップを

埋めることができます。

◆かつての日本には「お墓は子々孫々で守っ

ていくもの」という意識がありました。今は

少子化・非婚化・核家族化を背景に、こうし

た意識は大きく変わってきており、「改葬

（墓じまい）」をする方や、「合葬墓」・

「散骨」を選択する方が増えています。

【こんなトラブルにご用心】

◆あるお墓に埋葬されている遺骨を別のお

墓に移して供養することを「改葬」といい

ます。改葬には、必ず市町村で改葬許可の

手続きをする必要があります。（いわゆる

「墓じまい」は、遺骨を合葬墓に移したり、

散骨することを指します。）

◆また、菩提寺にお墓がある場合は、墓地

の管理者である住職から「埋葬証明書」を

出してもらわないと改葬許可がおりません。

　ところが、証明書を出してもらう際、法

外な「離檀料」を請求されてトラブルに

【こんなトラブルにご用心】

◆遺言書に関するトラブルには、自筆証書

遺言でのものが多く、例えば、

①父の自筆の遺言書を発見した。日付と

署名はあるが押印が無い。有効か？

②遺言書が変更されていたが、変更箇所

に押印が無い。効力はどうなるのか？

というようなトラブルが後を絶ちません。

　トラブル防止の面では、公証役場で「公

正証書遺言」を作成した方が確実と言えま

す。

◆また、相続と遺言書の関係では、「遺留

分」でトラブルになるケースも多いとされ

ます。「遺留分」とは、民法で定められて

いる一定の相続人が最低限相続できる財産

のことをいいます。

◆例えば、自分の死後、家族ではなく、長

年介護でお世話になった人に全財産を譲ろ

うとするような場合、法定相続人から、

「遺留分減殺請求」を主張されることが想

定されます。

◆遺言書は、亡くなった人の意思を尊重す

るという意味で、優先されるべきですが、

民法は、残された家族が住む家を失うなど、

生活に困る状態が起きてしまうことのない

ように、一定割合の財産取得を法定相続人

に保証しています。（法定相続分の割合と

遺留分の割合は、別々の計算になります）

自分の意思だけでなく、家族とお世話に

なった人たちとのバランスを考えながら遺

言書を作成していくことが何より大切です。

◆エンディングノートのところでも触れま

したが葬儀では、大切な人を亡くした後、

多くのことを短期間に準備する必要があり

◆エンディングノートとは、「将来、自分

に万一のことがあったときに備えて、家族

や身の回りの人に伝えたいことをあらかじ

め記入するノート」のことです。

【ここがポイント】

◆遺言書のように法的効力はありませんが、

存命中や死後に関する自分の希望や思いを、

ある程度自由に記入できるものであること

から、「終活」のスタートに良く利用され

ています。必ずしも製本されたノートであ

る必要は無く、加除式ノートなどでも通用

するものです。

◆記入しておきたい項目としては、

①自分の生い立ちや境遇のこと

②現在受けている医療や介護、また、将来

医療や介護が必要になったときのこと

③終末期の告知や延命治療のこと

④葬儀やお墓のこと

⑤財産とその管理に関すること

⑥気がかりなこと（ペットの世話、各種

契約の解約、大切な人へのメッセージ、

その他）

などがあります。

◆初めから完璧に記入しようとせず、書け

る項目から記入していき、ある程度まと

まったら、家族にエンディングノートの存

在を伝えましょう。

【こんなトラブルにご用心】

◆エンディングノートに記入されたことは、

誰かにやってもらわなければ実現しないも

のばかりです。その相手のためにも、次の

ことに注意しましょう。

①エンディングノートは書き足しや書き

直しができますが、書き直しの場合、

二重線を引いてから追記するなど、変

いま全国各地で「終活」に関するセミナーや学習会が頻繁に行われています。

「終活」とは、一般に「人間が人生の最期を迎えるにあたってとる様々な準備やそこに向

けた人生の総括をすること」を意味する言葉ですが、その内容はとても多岐にわたり、どれ

から始めたら良いか迷うほどです。

今回は、現在「終活」中の皆さんや、これから「終活」を始めようとしている皆さんに、

4つのテーマから押さえておきたいポイントをご説明します。

更点がわかるようにしましょう。

②キャッシュカードのパスワードなど、電

子管理しているデータについては、別冊

で保管するなど安全対策が必要です。

③希望を記入する時は、ほどほどの細か

さにしましょう。例えば、葬儀のよう

に短期間で準備しなければならないも

のは、あまり細々としたことまで記入

すると実現が難しくなります。

④別途書類作成が必要な場合があります。

例えば、自分の代わりに財産管理や治

療方針を決めてくれる人を指定するに

は、「任意後見人契約」という書類を

公証役場で作成することが必要です※。

⑤財産に関することは「遺言書」も同時に

作成しておくことが重要です。なお、家

族関係や財産内容が大きく変わったとき

は、ノートと併せて見直しましょう。

◆終活では、相続を「争族」にしてしまわ

ないために、遺言書の作成が重要とされて

います。

【ここがポイント】

◆遺言書で一般的なものは、遺言者本人が

作成する「自筆証書遺言」と、本人が口述

したものを公証人が筆記する「公正証書遺

言」ですが、それぞれメリット・デメリッ

トがあることを理解しましょう。

ます。

◆ご遺体の搬送・安置と同時に、葬儀サー

ビスの手配などをしなければなりません。

　葬儀の形式や規模、会葬者の見込みを立

てる必要もあります。檀家であれば菩提寺

への相談も必要になるでしょう。

【ここがポイント】　　

◆いざという場合に慌てない

よう、次のようなことを家族

間で話し合っておきましょう。

①家族の勤務先・所属団体

及び交友関係

②離れて暮らす家族間では地域の葬儀の

しきたりの確認

③地域の葬儀サービスの有無とその評判

④喪主は誰か

⑤写真（遺影）の撮影・選択

⑥互助会利用の場合は葬儀に関する規約

内容などです。

◆最近は、「家族葬」などの小規模葬儀を

希望する方が増えていますが、家族や親戚

間でトラブルにならないよう、予め話して

おき、理解を得ておくことが大切です。

【こんなトラブルにご用心】

◆葬儀サービスに関しては、料金や解約に

関するトラブルの相談が増加しています。

例えば、

①葬儀が終わって請求書を受け取ったが、

請求金額が見積金額より大幅に高い。

見積りに入っていなかった料金は支払

いたくない。

②菩提寺の関連業者でなければ葬儀がで

きないとわかり、夫が冠婚葬祭互助会

を解約することにしたが、解約手数料

が高額で納得できない。

◆葬儀サービスの見積書は、見方が難しい

ので、特に「オプション」、「実費」、

「立替え」といった料金項目があったら、

必ず事業者に各料金の具体的内容を確認し

ましょう。

※戒名やお布施に関するトラブルについて、消費生活

センターでは、専門窓口の仏教情報センターをご紹

介しています。

なったという相談が全国の消費生活セン

ターに多く寄せられています。

◆改葬の理由が何であれ、お世話になった

菩提寺へのお礼は大切なことです。円満に

改葬ができるよう、予め住職には丁寧な説

明を行っておきましょう。

◆「合葬墓」は、お墓の承継者のいない高

齢者や、家族に墓を守る負担をかけたくな

いという親世代に人気があります。樹木葬

墓地もその一つですが、亡くなった方一人

一人の樹木を植えるスタイルの場合、自然

条件により樹木が育たない恐れがあります

ので、事前に事業者へ対応を確認しておき

ましょう。

◆「散骨」は自然葬の一つで、海や山に粉

状にした焼骨を撒く葬送方法を指します。

　日本の法律（墓地埋葬法）では直接禁止

されているものではありませんが、市町村

によっては条例で規制しているところがあ

りますので、事前の確認が必要です。

◆また、他人の私有地はもちろん、漁業権

がある川・海や農地が隣接する山間部での

散骨は、業務妨害や風評被害などトラブル

の要因となるため避けるべきとされます。

◆なお、自然葬全般に言えることですが、

当日悪天候に見舞われ、満足のいくお別れ

ができないことも想定されます。家族や事

業者と調整して、余裕のある日程を組むよ

うにしましょう。
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◆「実費」の多くは、葬儀の車両代、会葬

者の飲食費・返礼品などの「変動費」です

ので、事業者には、当初から「これ以上支

払わなくて済む全額で見積もって欲しい」

と伝えることで、請求金額とのギャップを

埋めることができます。

◆かつての日本には「お墓は子々孫々で守っ

ていくもの」という意識がありました。今は

少子化・非婚化・核家族化を背景に、こうし

た意識は大きく変わってきており、「改葬

（墓じまい）」をする方や、「合葬墓」・

「散骨」を選択する方が増えています。

【こんなトラブルにご用心】

◆あるお墓に埋葬されている遺骨を別のお

墓に移して供養することを「改葬」といい

ます。改葬には、必ず市町村で改葬許可の

手続きをする必要があります。（いわゆる

「墓じまい」は、遺骨を合葬墓に移したり、

散骨することを指します。）

◆また、菩提寺にお墓がある場合は、墓地

の管理者である住職から「埋葬証明書」を

出してもらわないと改葬許可がおりません。

　ところが、証明書を出してもらう際、法

外な「離檀料」を請求されてトラブルに

【こんなトラブルにご用心】

◆遺言書に関するトラブルには、自筆証書

遺言でのものが多く、例えば、

①父の自筆の遺言書を発見した。日付と

署名はあるが押印が無い。有効か？

②遺言書が変更されていたが、変更箇所

に押印が無い。効力はどうなるのか？

というようなトラブルが後を絶ちません。

　トラブル防止の面では、公証役場で「公

正証書遺言」を作成した方が確実と言えま

す。

◆また、相続と遺言書の関係では、「遺留

分」でトラブルになるケースも多いとされ

ます。「遺留分」とは、民法で定められて

いる一定の相続人が最低限相続できる財産

のことをいいます。

◆例えば、自分の死後、家族ではなく、長

年介護でお世話になった人に全財産を譲ろ

うとするような場合、法定相続人から、

「遺留分減殺請求」を主張されることが想

定されます。

◆遺言書は、亡くなった人の意思を尊重す

るという意味で、優先されるべきですが、

民法は、残された家族が住む家を失うなど、

生活に困る状態が起きてしまうことのない

ように、一定割合の財産取得を法定相続人

に保証しています。（法定相続分の割合と

遺留分の割合は、別々の計算になります）

自分の意思だけでなく、家族とお世話に

なった人たちとのバランスを考えながら遺

言書を作成していくことが何より大切です。

◆エンディングノートのところでも触れま

したが葬儀では、大切な人を亡くした後、

多くのことを短期間に準備する必要があり

◆エンディングノートとは、「将来、自分

に万一のことがあったときに備えて、家族

や身の回りの人に伝えたいことをあらかじ

め記入するノート」のことです。

【ここがポイント】

◆遺言書のように法的効力はありませんが、

存命中や死後に関する自分の希望や思いを、

ある程度自由に記入できるものであること

から、「終活」のスタートに良く利用され

ています。必ずしも製本されたノートであ

る必要は無く、加除式ノートなどでも通用

するものです。

◆記入しておきたい項目としては、

①自分の生い立ちや境遇のこと

②現在受けている医療や介護、また、将来

医療や介護が必要になったときのこと

③終末期の告知や延命治療のこと

④葬儀やお墓のこと

⑤財産とその管理に関すること

⑥気がかりなこと（ペットの世話、各種

契約の解約、大切な人へのメッセージ、

その他）

などがあります。

◆初めから完璧に記入しようとせず、書け

る項目から記入していき、ある程度まと

まったら、家族にエンディングノートの存

在を伝えましょう。

【こんなトラブルにご用心】

◆エンディングノートに記入されたことは、

誰かにやってもらわなければ実現しないも

のばかりです。その相手のためにも、次の

ことに注意しましょう。

①エンディングノートは書き足しや書き

直しができますが、書き直しの場合、

二重線を引いてから追記するなど、変

更点がわかるようにしましょう。

②キャッシュカードのパスワードなど、電

子管理しているデータについては、別冊

で保管するなど安全対策が必要です。

③希望を記入する時は、ほどほどの細か

さにしましょう。例えば、葬儀のよう

に短期間で準備しなければならないも

のは、あまり細々としたことまで記入

すると実現が難しくなります。

④別途書類作成が必要な場合があります。

例えば、自分の代わりに財産管理や治

療方針を決めてくれる人を指定するに

は、「任意後見人契約」という書類を

公証役場で作成することが必要です※。

⑤財産に関することは「遺言書」も同時に

作成しておくことが重要です。なお、家

族関係や財産内容が大きく変わったとき

は、ノートと併せて見直しましょう。

◆終活では、相続を「争族」にしてしまわ

ないために、遺言書の作成が重要とされて

います。

【ここがポイント】

◆遺言書で一般的なものは、遺言者本人が

作成する「自筆証書遺言」と、本人が口述

したものを公証人が筆記する「公正証書遺

言」ですが、それぞれメリット・デメリッ

トがあることを理解しましょう。

ます。

◆ご遺体の搬送・安置と同時に、葬儀サー

ビスの手配などをしなければなりません。

　葬儀の形式や規模、会葬者の見込みを立

てる必要もあります。檀家であれば菩提寺

への相談も必要になるでしょう。

【ここがポイント】　　

◆いざという場合に慌てない

よう、次のようなことを家族

間で話し合っておきましょう。

①家族の勤務先・所属団体

及び交友関係

②離れて暮らす家族間では地域の葬儀の

しきたりの確認

③地域の葬儀サービスの有無とその評判

④喪主は誰か

⑤写真（遺影）の撮影・選択

⑥互助会利用の場合は葬儀に関する規約

内容などです。

◆最近は、「家族葬」などの小規模葬儀を

希望する方が増えていますが、家族や親戚

間でトラブルにならないよう、予め話して

おき、理解を得ておくことが大切です。

【こんなトラブルにご用心】

◆葬儀サービスに関しては、料金や解約に

関するトラブルの相談が増加しています。

例えば、

①葬儀が終わって請求書を受け取ったが、

請求金額が見積金額より大幅に高い。

見積りに入っていなかった料金は支払

いたくない。

②菩提寺の関連業者でなければ葬儀がで

きないとわかり、夫が冠婚葬祭互助会

を解約することにしたが、解約手数料

が高額で納得できない。

◆葬儀サービスの見積書は、見方が難しい

ので、特に「オプション」、「実費」、

「立替え」といった料金項目があったら、

必ず事業者に各料金の具体的内容を確認し

ましょう。

※成年後見制度については、高齢福祉課総合相談窓口

へお問い合わせください（822-9613）。成年後見活

動を行っている団体もご紹介します。

※消費生活センターでは、相続に関するご相談につい

て、自治体が設けている法律相談窓口や地域の弁護

士会の窓口をご紹介しています。

なったという相談が全国の消費生活セン

ターに多く寄せられています。

◆改葬の理由が何であれ、お世話になった

菩提寺へのお礼は大切なことです。円満に

改葬ができるよう、予め住職には丁寧な説

明を行っておきましょう。

◆「合葬墓」は、お墓の承継者のいない高

齢者や、家族に墓を守る負担をかけたくな

いという親世代に人気があります。樹木葬

墓地もその一つですが、亡くなった方一人

一人の樹木を植えるスタイルの場合、自然

条件により樹木が育たない恐れがあります

ので、事前に事業者へ対応を確認しておき

ましょう。

◆「散骨」は自然葬の一つで、海や山に粉

状にした焼骨を撒く葬送方法を指します。

　日本の法律（墓地埋葬法）では直接禁止

されているものではありませんが、市町村

によっては条例で規制しているところがあ

りますので、事前の確認が必要です。

◆また、他人の私有地はもちろん、漁業権

がある川・海や農地が隣接する山間部での

散骨は、業務妨害や風評被害などトラブル

の要因となるため避けるべきとされます。

◆なお、自然葬全般に言えることですが、

当日悪天候に見舞われ、満足のいくお別れ

ができないことも想定されます。家族や事

業者と調整して、余裕のある日程を組むよ

うにしましょう。
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間で話し合っておきましょう。

2. 自筆証書遺言と公正証書遺言メリット・デメリットを知ろう

3. 納得できる葬儀のために今から準備しておきたいこと



◆「実費」の多くは、葬儀の車両代、会葬

者の飲食費・返礼品などの「変動費」です

ので、事業者には、当初から「これ以上支

払わなくて済む全額で見積もって欲しい」

と伝えることで、請求金額とのギャップを

埋めることができます。

◆かつての日本には「お墓は子々孫々で守っ

ていくもの」という意識がありました。今は

少子化・非婚化・核家族化を背景に、こうし

た意識は大きく変わってきており、「改葬

（墓じまい）」をする方や、「合葬墓」・

「散骨」を選択する方が増えています。

【こんなトラブルにご用心】

◆あるお墓に埋葬されている遺骨を別のお

墓に移して供養することを「改葬」といい

ます。改葬には、必ず市町村で改葬許可の

手続きをする必要があります。（いわゆる

「墓じまい」は、遺骨を合葬墓に移したり、

散骨することを指します。）

◆また、菩提寺にお墓がある場合は、墓地

の管理者である住職から「埋葬証明書」を

出してもらわないと改葬許可がおりません。

　ところが、証明書を出してもらう際、法

外な「離檀料」を請求されてトラブルに

【こんなトラブルにご用心】

◆遺言書に関するトラブルには、自筆証書

遺言でのものが多く、例えば、

①父の自筆の遺言書を発見した。日付と

署名はあるが押印が無い。有効か？

②遺言書が変更されていたが、変更箇所

に押印が無い。効力はどうなるのか？

というようなトラブルが後を絶ちません。

　トラブル防止の面では、公証役場で「公

正証書遺言」を作成した方が確実と言えま

す。

◆また、相続と遺言書の関係では、「遺留

分」でトラブルになるケースも多いとされ

ます。「遺留分」とは、民法で定められて

いる一定の相続人が最低限相続できる財産

のことをいいます。

◆例えば、自分の死後、家族ではなく、長

年介護でお世話になった人に全財産を譲ろ

うとするような場合、法定相続人から、

「遺留分減殺請求」を主張されることが想

定されます。

◆遺言書は、亡くなった人の意思を尊重す

るという意味で、優先されるべきですが、

民法は、残された家族が住む家を失うなど、

生活に困る状態が起きてしまうことのない

ように、一定割合の財産取得を法定相続人

に保証しています。（法定相続分の割合と

遺留分の割合は、別々の計算になります）

自分の意思だけでなく、家族とお世話に

なった人たちとのバランスを考えながら遺

言書を作成していくことが何より大切です。

◆エンディングノートのところでも触れま

したが葬儀では、大切な人を亡くした後、

多くのことを短期間に準備する必要があり

◆エンディングノートとは、「将来、自分

に万一のことがあったときに備えて、家族

や身の回りの人に伝えたいことをあらかじ

め記入するノート」のことです。

【ここがポイント】

◆遺言書のように法的効力はありませんが、

存命中や死後に関する自分の希望や思いを、

ある程度自由に記入できるものであること

から、「終活」のスタートに良く利用され

ています。必ずしも製本されたノートであ

る必要は無く、加除式ノートなどでも通用

するものです。

◆記入しておきたい項目としては、

①自分の生い立ちや境遇のこと

②現在受けている医療や介護、また、将来

医療や介護が必要になったときのこと

③終末期の告知や延命治療のこと

④葬儀やお墓のこと

⑤財産とその管理に関すること

⑥気がかりなこと（ペットの世話、各種

契約の解約、大切な人へのメッセージ、

その他）

などがあります。

◆初めから完璧に記入しようとせず、書け

る項目から記入していき、ある程度まと

まったら、家族にエンディングノートの存

在を伝えましょう。

【こんなトラブルにご用心】

◆エンディングノートに記入されたことは、

誰かにやってもらわなければ実現しないも

のばかりです。その相手のためにも、次の

ことに注意しましょう。

①エンディングノートは書き足しや書き

直しができますが、書き直しの場合、

二重線を引いてから追記するなど、変

更点がわかるようにしましょう。

②キャッシュカードのパスワードなど、電

子管理しているデータについては、別冊

で保管するなど安全対策が必要です。

③希望を記入する時は、ほどほどの細か

さにしましょう。例えば、葬儀のよう

に短期間で準備しなければならないも

のは、あまり細々としたことまで記入

すると実現が難しくなります。

④別途書類作成が必要な場合があります。

例えば、自分の代わりに財産管理や治

療方針を決めてくれる人を指定するに

は、「任意後見人契約」という書類を

公証役場で作成することが必要です※。

⑤財産に関することは「遺言書」も同時に

作成しておくことが重要です。なお、家

族関係や財産内容が大きく変わったとき

は、ノートと併せて見直しましょう。

◆終活では、相続を「争族」にしてしまわ

ないために、遺言書の作成が重要とされて

います。

【ここがポイント】

◆遺言書で一般的なものは、遺言者本人が

作成する「自筆証書遺言」と、本人が口述

したものを公証人が筆記する「公正証書遺

言」ですが、それぞれメリット・デメリッ

トがあることを理解しましょう。

ます。

◆ご遺体の搬送・安置と同時に、葬儀サー

ビスの手配などをしなければなりません。

　葬儀の形式や規模、会葬者の見込みを立

てる必要もあります。檀家であれば菩提寺

への相談も必要になるでしょう。

【ここがポイント】　　

◆いざという場合に慌てない

よう、次のようなことを家族

間で話し合っておきましょう。

①家族の勤務先・所属団体

及び交友関係

②離れて暮らす家族間では地域の葬儀の

しきたりの確認

③地域の葬儀サービスの有無とその評判

④喪主は誰か

⑤写真（遺影）の撮影・選択

⑥互助会利用の場合は葬儀に関する規約

内容などです。

◆最近は、「家族葬」などの小規模葬儀を

希望する方が増えていますが、家族や親戚

間でトラブルにならないよう、予め話して

おき、理解を得ておくことが大切です。

【こんなトラブルにご用心】

◆葬儀サービスに関しては、料金や解約に

関するトラブルの相談が増加しています。

例えば、

①葬儀が終わって請求書を受け取ったが、

請求金額が見積金額より大幅に高い。

見積りに入っていなかった料金は支払

いたくない。

②菩提寺の関連業者でなければ葬儀がで

きないとわかり、夫が冠婚葬祭互助会

を解約することにしたが、解約手数料

が高額で納得できない。

◆葬儀サービスの見積書は、見方が難しい

ので、特に「オプション」、「実費」、

「立替え」といった料金項目があったら、

必ず事業者に各料金の具体的内容を確認し

ましょう。
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ターに多く寄せられています。

◆改葬の理由が何であれ、お世話になった

菩提寺へのお礼は大切なことです。円満に

改葬ができるよう、予め住職には丁寧な説

明を行っておきましょう。

◆「合葬墓」は、お墓の承継者のいない高

齢者や、家族に墓を守る負担をかけたくな

いという親世代に人気があります。樹木葬

墓地もその一つですが、亡くなった方一人

一人の樹木を植えるスタイルの場合、自然

条件により樹木が育たない恐れがあります

ので、事前に事業者へ対応を確認しておき

ましょう。

◆「散骨」は自然葬の一つで、海や山に粉

状にした焼骨を撒く葬送方法を指します。

　日本の法律（墓地埋葬法）では直接禁止

されているものではありませんが、市町村

によっては条例で規制しているところがあ

りますので、事前の確認が必要です。

◆また、他人の私有地はもちろん、漁業権

がある川・海や農地が隣接する山間部での

散骨は、業務妨害や風評被害などトラブル

の要因となるため避けるべきとされます。

◆なお、自然葬全般に言えることですが、

当日悪天候に見舞われ、満足のいくお別れ

ができないことも想定されます。家族や事

業者と調整して、余裕のある日程を組むよ

うにしましょう。
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◆「実費」の多くは、葬儀の車両代、会葬

者の飲食費・返礼品などの「変動費」です

ので、事業者には、当初から「これ以上支

払わなくて済む全額で見積もって欲しい」

と伝えることで、請求金額とのギャップを

埋めることができます。

◆かつての日本には「お墓は子々孫々で守っ

ていくもの」という意識がありました。今は

少子化・非婚化・核家族化を背景に、こうし

た意識は大きく変わってきており、「改葬

（墓じまい）」をする方や、「合葬墓」・

「散骨」を選択する方が増えています。

【こんなトラブルにご用心】

◆あるお墓に埋葬されている遺骨を別のお

墓に移して供養することを「改葬」といい

ます。改葬には、必ず市町村で改葬許可の

手続きをする必要があります。（いわゆる

「墓じまい」は、遺骨を合葬墓に移したり、

散骨することを指します。）

◆また、菩提寺にお墓がある場合は、墓地

の管理者である住職から「埋葬証明書」を

出してもらわないと改葬許可がおりません。

　ところが、証明書を出してもらう際、法

外な「離檀料」を請求されてトラブルに

【こんなトラブルにご用心】

◆遺言書に関するトラブルには、自筆証書

遺言でのものが多く、例えば、

①父の自筆の遺言書を発見した。日付と

署名はあるが押印が無い。有効か？

②遺言書が変更されていたが、変更箇所

に押印が無い。効力はどうなるのか？

というようなトラブルが後を絶ちません。

　トラブル防止の面では、公証役場で「公

正証書遺言」を作成した方が確実と言えま

す。

◆また、相続と遺言書の関係では、「遺留

分」でトラブルになるケースも多いとされ

ます。「遺留分」とは、民法で定められて

いる一定の相続人が最低限相続できる財産

のことをいいます。

◆例えば、自分の死後、家族ではなく、長

年介護でお世話になった人に全財産を譲ろ

うとするような場合、法定相続人から、

「遺留分減殺請求」を主張されることが想

定されます。

◆遺言書は、亡くなった人の意思を尊重す

るという意味で、優先されるべきですが、

民法は、残された家族が住む家を失うなど、

生活に困る状態が起きてしまうことのない

ように、一定割合の財産取得を法定相続人

に保証しています。（法定相続分の割合と

遺留分の割合は、別々の計算になります）

自分の意思だけでなく、家族とお世話に

なった人たちとのバランスを考えながら遺

言書を作成していくことが何より大切です。

◆エンディングノートのところでも触れま

したが葬儀では、大切な人を亡くした後、

多くのことを短期間に準備する必要があり

◆エンディングノートとは、「将来、自分

に万一のことがあったときに備えて、家族

や身の回りの人に伝えたいことをあらかじ

め記入するノート」のことです。

【ここがポイント】

◆遺言書のように法的効力はありませんが、

存命中や死後に関する自分の希望や思いを、

ある程度自由に記入できるものであること

から、「終活」のスタートに良く利用され

ています。必ずしも製本されたノートであ

る必要は無く、加除式ノートなどでも通用

するものです。

◆記入しておきたい項目としては、

①自分の生い立ちや境遇のこと

②現在受けている医療や介護、また、将来

医療や介護が必要になったときのこと

③終末期の告知や延命治療のこと

④葬儀やお墓のこと

⑤財産とその管理に関すること

⑥気がかりなこと（ペットの世話、各種

契約の解約、大切な人へのメッセージ、

その他）

などがあります。

◆初めから完璧に記入しようとせず、書け

る項目から記入していき、ある程度まと

まったら、家族にエンディングノートの存

在を伝えましょう。

【こんなトラブルにご用心】

◆エンディングノートに記入されたことは、

誰かにやってもらわなければ実現しないも

のばかりです。その相手のためにも、次の

ことに注意しましょう。

①エンディングノートは書き足しや書き

直しができますが、書き直しの場合、

二重線を引いてから追記するなど、変

いま全国各地で「終活」に関するセミナーや学習会が頻繁に行われています。

「終活」とは、一般に「人間が人生の最期を迎えるにあたってとる様々な準備やそこに向

けた人生の総括をすること」を意味する言葉ですが、その内容はとても多岐にわたり、どれ

から始めたら良いか迷うほどです。

今回は、現在「終活」中の皆さんや、これから「終活」を始めようとしている皆さんに、

4つのテーマから押さえておきたいポイントをご説明します。

更点がわかるようにしましょう。

②キャッシュカードのパスワードなど、電

子管理しているデータについては、別冊

で保管するなど安全対策が必要です。

③希望を記入する時は、ほどほどの細か

さにしましょう。例えば、葬儀のよう

に短期間で準備しなければならないも

のは、あまり細々としたことまで記入

すると実現が難しくなります。

④別途書類作成が必要な場合があります。

例えば、自分の代わりに財産管理や治

療方針を決めてくれる人を指定するに

は、「任意後見人契約」という書類を

公証役場で作成することが必要です※。

⑤財産に関することは「遺言書」も同時に

作成しておくことが重要です。なお、家

族関係や財産内容が大きく変わったとき

は、ノートと併せて見直しましょう。

◆終活では、相続を「争族」にしてしまわ

ないために、遺言書の作成が重要とされて

います。

【ここがポイント】

◆遺言書で一般的なものは、遺言者本人が

作成する「自筆証書遺言」と、本人が口述

したものを公証人が筆記する「公正証書遺

言」ですが、それぞれメリット・デメリッ

トがあることを理解しましょう。
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　葬儀の形式や規模、会葬者の見込みを立
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への相談も必要になるでしょう。
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◆最近は、「家族葬」などの小規模葬儀を

希望する方が増えていますが、家族や親戚

間でトラブルにならないよう、予め話して

おき、理解を得ておくことが大切です。

【こんなトラブルにご用心】

◆葬儀サービスに関しては、料金や解約に

関するトラブルの相談が増加しています。

例えば、

①葬儀が終わって請求書を受け取ったが、

請求金額が見積金額より大幅に高い。

見積りに入っていなかった料金は支払

いたくない。
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きないとわかり、夫が冠婚葬祭互助会

を解約することにしたが、解約手数料

が高額で納得できない。

◆葬儀サービスの見積書は、見方が難しい

ので、特に「オプション」、「実費」、

「立替え」といった料金項目があったら、

必ず事業者に各料金の具体的内容を確認し

ましょう。

※戒名やお布施に関するトラブルについて、消費生活

センターでは、専門窓口の仏教情報センターをご紹

介しています。

なったという相談が全国の消費生活セン

ターに多く寄せられています。

◆改葬の理由が何であれ、お世話になった

菩提寺へのお礼は大切なことです。円満に

改葬ができるよう、予め住職には丁寧な説

明を行っておきましょう。

◆「合葬墓」は、お墓の承継者のいない高

齢者や、家族に墓を守る負担をかけたくな

いという親世代に人気があります。樹木葬

墓地もその一つですが、亡くなった方一人

一人の樹木を植えるスタイルの場合、自然

条件により樹木が育たない恐れがあります

ので、事前に事業者へ対応を確認しておき

ましょう。

◆「散骨」は自然葬の一つで、海や山に粉

状にした焼骨を撒く葬送方法を指します。

　日本の法律（墓地埋葬法）では直接禁止

されているものではありませんが、市町村

によっては条例で規制しているところがあ

りますので、事前の確認が必要です。

◆また、他人の私有地はもちろん、漁業権

がある川・海や農地が隣接する山間部での

散骨は、業務妨害や風評被害などトラブル

の要因となるため避けるべきとされます。

◆なお、自然葬全般に言えることですが、

当日悪天候に見舞われ、満足のいくお別れ

ができないことも想定されます。家族や事

業者と調整して、余裕のある日程を組むよ

うにしましょう。

よこすか
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古紙配合率100％再生紙を使用しています

発行
横須賀市消費生活センター
　横須賀市本町 2丁目 1 番地
　　横須賀市立総合福祉会館2階
　　　　電 話 046 - 821 - 1312
　　　 相 談 046 - 821 - 1314
　　　　FAX 046 - 821 - 1315

これからの「終活」の話をしよう
　　～エンディングノート・
　　　　　　遺言・葬儀・お墓のポイント～

1

1. エンディングノートと遺言書との違いを理解しよう

消
費
生
活
に
関
す
る

相
談
窓
口
の
ご
案
内

横須賀市消費生活センター （横須賀市にお住まいの方のみ）

かながわ中央消費生活センター
※土、日、祝日・夜間のご相談は

相談受付時間 ： 月曜から金曜（年末年始・祝日を除く）
　　　　　　   午前９時～午後４時
電 話 番 号 ： ０ ４ ６ － ８ ２ １ － １ ３ １ ４

相談受付時間 ： 月曜から金曜（年末年始・祝日を除く）
　　　　　　   午前９時３０分～午後７時
　　　　　　   土 ・ 日 ・ 祝日
　　　　　　   午前９時３０分～午後４時３０分
電 話 番 号 ： ０ ４ ５ － ３ １ １ － ０ ９ ９ ９

4. 最近のお墓事情改葬・合葬墓・散骨とは
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